
柏崎刈羽原子力発電所 6号機及び 7号機の使用前確認変更申請の実施について 

2026年 3月 30日 

東京電力ホールディングス株式会社 

当社は、原子炉施設の使用開始（営業運転開始）予定日を 2026年 4月と変更した使用前

確認申請書を原子力規制委員会へ提出いたしました。 

（2026年 3月 23日お知らせ済み） 

その後、定格熱出力に到達したことを踏まえ、あらためて工程を精査し、本日、原子炉

施設の使用開始（営業運転開始）予定を 2026 年 4 月 16 日と変更した使用前確認変更申請

書を原子力規制員会へ提出いたしました。 

 また、6 号機において 7 号機の設備の一部（6 号機との共用設備）を使用する必要

があるため提出していた、7 号機の使用前確認変更申請書についても、6 号機の工程  

精査を踏まえた変更を行っております。 

当社は、原子力規制委員会による検査に真摯に対応するとともに、引き続き安全

を最優先に、一つひとつの工程を着実に進めてまいります。 

以 上 

https://www.tepco.co.jp/press/release/2026/pdf1/260323j0101.pdf

